
参考 50-作 3-1 

 
 

小型船舶救急連絡装置等の審査基準（例） 
 
告示第  号に係るデータ通信を行う船舶局は次の条件に適合するものであ

ること。 
 
１ 小型船舶救急連絡装置 
（１）地域型(特定の地域のみを対象として救急通報を行う小型船舶救急連絡シ

ステムをいう。)又は広域型(すべての地域を対象として救急通報を行う小型

船舶救急連絡システムをいう。)であること。 
（２）地域型にあっては、所属船舶局の了解を得た上で選定されたものである

こと。 
（３） 船員に装着する小型発信器（以下「小型発信器」という。）は、電波法

施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)第 6 条第 4 項第 3 号に該

当するものであること。 

（４）広域型小型船舶救急連絡装置にあたっては、次の条件に適合するもので

あること。 
ア 海岸局 

   (ア）(1)のア及びイの機能を有するものであること。 
(イ)  受信した通報に対して、応答できる手段を有するものであること。 

 
  イ 船舶局 

(ア)２７ＭＨｚ帯を使用する場合は、発射周波数する周波数は 27,524kHz 
であること。この場合において、注意信号を前置信号して発するもので

あること。 
(イ) 発射する周波数として、40MHz 帯を使用する場合は、発射周波数する  

周波数が 39.114MHz であること。 

 

（５）地域型小型船舶救急連絡装置は、次の条件に適合するものであること。 
ア 海岸局 
（ア）船舶局からの電波を受信し、警報を発する機能を有すること。 
（イ）船舶局からの電波を受信した際に、信号を識別できる装置を有する

ものであること。 
（ウ）任意の周波数を受信する場合は、○○秒以内で受信周波数すべてを



自動的にスキャンできる専用の受信機を有すること。 
 

 イ 船舶局 
（ア）使用する周波数が 27ＭＨｚ帯の場合にあっては、27,524kHz 又は任意

の周波数であること。 
（イ）使用する周波数が 40ＭＨｚ帯の場合にあっては、39,114MHz 又は任意

の周波数であること。 
 

（６）船員用救急発信器 

ア 船員に装着する救急発信器は、水センサーを備えたものであること。 
イ 救急発信器に使用する電池の有効期限が明示されていること。 
   

（７）小型船舶救急連絡機能における船舶識別番号は次のとおりであること。 
（Ａ）番号は９桁であること。 

 （Ｂ）識別は次の表のとおりであること。 
県別（注 1） 空番号 漁船登録番号 

２桁 00 6 桁(注 2) 
 
注 1 県別の番号は以下のとおりであること。  
都道府県名 番号 都道府県名 番号 都道府県名 番号 

新潟県 １０ 福井県 ３０ 福岡県 ６０ 
長野県 １１ 滋賀県 ３１ 大分県 ６１ 
栃木県 １２ 京都府 ３２ 熊本県 ６２ 
群馬県 １３ 兵庫県 ３３ 宮崎県 ６３ 
茨城県 １４ 大阪府 ３４ 鹿児島県 ６４ 
千葉県 １５ 奈良県 ３５ 佐賀県 ６５ 
埼玉県 １６ 和歌山県 ３６ 長崎県 ６６ 
東京都 １７ 島根県 ４０ 青森県 ７０ 
山梨県 １８ 鳥取県 ４１ 秋田県 ７１ 
神奈川県 １９ 岡山県 ４２ 岩手県 ７２ 
石川県 ２０ 広島県 ４３ 山形県 ７３ 
富山県 ２１ 山口県 ４４ 宮城県 ７４ 
岐阜県 ２２ 愛媛県   ５０ 福島県 ７５ 
愛知県 ２３ 香川県 ５１ 北海道 ８０ 
静岡県 ２４ 徳島県 ５２ 沖縄県 ９０ 



三重県 ２５ 高知県 ５３   
 
注 2  漁船登録番号が 5 桁の場合は、頭は「0」とすること。漁船登録番号

がない場合には。頭は「9」とすること。 
 
２ 小型船舶位置情報伝送装置 

  ア 告示  号によるデータパケット部の実際の送信データと送信キャラ

クタ順序は以下のとおりであること。 
 

図１ 送信データと送信キャラクタ順序 
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DX:   DX 同期キャラクタ（125） 

RX0～RX7:  RX 同期キャラクタ（RX0=104 ～ RX7=111） 

F1, F2:  通報種別（0199）(0299) 

P1～P5:  自局識別番号 

L1～L9:  緯度経度 

V1, V2:  船速 

D1, D2:  針路 

ECC:     ECC 計算値 

EOS:  固定値（127） 
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ア 海岸局 
   （ア）１の(4)ア(ア)及び(イ)を満足するものであること。 

（イ）ポーリング機能を有するものであること。 
（ウ）ポーリング機能は以下の条件に合致するものであること。 

 
  イ 船舶局 

（ア）周波数の選定が簡易に行えること。 
（イ）小型船舶救急連絡装置が内蔵されていること。(A2D の電波の型式

の周波数のものに限る。) 
（ウ）海岸局からのポーリングに対して、応答する機能を有する。 

 
  


